


  



 

はじめに 

 

 

本町の人口は、令和５年９月末現在２万3,536人となっ

ており、そのうち65歳以上の高齢者は8,244人、高齢化率

は、35.0％と３人に１人が65歳以上の町となっています。

この割合は、全国・広島県の数字を大きく上回るもので、町

の高齢化が進んでいることがうかがえます。 

また、本町においては、高齢者人口は既にピークを迎えており、高齢者の総数は減少傾向

にある中、85歳以上の人口は増加することが見込まれ、高齢者人口の構造変化が続いていま

す。 

このような社会背景を踏まえて『誰もが元気で健やかに暮らせるまち』を目指し、「高齢者

保健福祉計画・第9期介護保険事業計画」を策定します。 

町では、第６期以降の計画を「地域包括ケア計画」と位置づけ、高齢者が可能な限り、住み

慣れた地域で自分らしく住み続けることができる地域包括ケアシステムを段階的に構築し、

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、自然災

害や感染症などの様々なリスクに対する危機管理体制の強化に取り組んでまいりました。第

９期計画においても、これまでの介護保険制度の改正趣旨や本町における高齢者保健福祉及

び介護保険事業の取組を踏まえ、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に取り組んで

まいります。 

 

最後に、本計画の策定にあたりご尽力いただきました「熊野町高齢者保健福祉推進協議会」

の委員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました皆様方に心からお礼申し上

げます。 

 

令和６（2024）年３月 

 

熊野町長 
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